
 古賀市公営企業告示第２４号 

 

 古賀市止水板設置補助金交付要綱を次のように定める。 

 

   令和７年１２月２５日 

            古賀市長  田 辺 一 城 

 

古賀市止水板設置補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、既存する建物への内水氾濫による浸水被害を軽減するた

め、止水板を設置する者に対し、古賀市止水板設置補助金（以下「補助金」

という。）を交付することについて、古賀市補助金交付規則（平成３１年規

則第８号）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 ⑴ 管理者 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第８条第２項の

規定に基づき管理者の権限を行う市長をいう。 

⑵ 止水板 対象建物等の出入口等に設置して浸水を防除する固定式又は可

動式の設備であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。 

ア 浸水に耐える丈夫な材質でできていること。 

イ 繰り返し使用が可能なものであること。 

ウ 止水板として販売されている製品であること。 

⑶ 設置工事 止水板を設置するために必要な工事をいう。 



⑷ 内水氾濫 大雨や災害によって側溝や水路から雨水があふれ出し、建物

が浸水することをいう。 

⑸ 対象建物等 古賀市内に存する戸建て住宅、マンション、店舗、事務

所、工場等（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項に基

づく検査済証の交付の日がこの告示の施行の日以後であるものを除く。）

又はこれらに附属する駐車場等であって、現に居住又は使用しているもの

をいう。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人（独立行政法人通則法

（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人をい

う。）、地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８

号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。）、その他国又は地

方公共団体の設立、出資等に係る法人の所有に属する建築物を除く。 

（補助対象事業) 

第３条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対

象建物等に対する止水板の購入及び設置工事（以下「止水板設置工事等」と

いう。）とする。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に

掲げる者とする。 

⑴ 内水氾濫による床上浸水により被害を受けた対象建物等の所有者又は使

用者 

⑵ 内水氾濫による床下浸水により被害を受けた、又は古賀市総合防災マッ

プにおける洪水・土砂災害ハザードマップの内水浸水想定区域（０．５ｍ

以上）内に立地する対象建物等の所有者又は使用者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金

の交付対象としない。 



⑴ 対象建物等の所有者、所有者と同一世帯に属する者、使用者又は使用者

と同一世帯に属する者が、古賀市税条例（昭和３１年条例第１１号）第３

条に規定する市税、古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭

和４９年条例第２８号）第５条に規定する負担金、古賀市下水道条例（平

成９年条例第１５号）第１７条第１項に規定する使用料、古賀市公共下水

道区域外流入受益者分担金に関する条例（平成２６年条例第１３号）第３

条に規定する分担金、古賀市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

（平成１２年条例第２５号）第３条第１項に規定する分担金及び古賀市農

業集落排水処理施設条例（平成１６年条例第３号）第１６条第１項に規定

する使用料を滞納している場合 

⑵ 同一の補助対象事業について、国(独立行政法人及び地方独立行政法人

を含む。)、県等の公的機関から補助金等の交付を受けている、又は受け

る予定がある場合 

 ⑶ 補助対象者が、古賀市暴力団排除条例（平成２２年条例第３号）第２条

第１項に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第２号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）もしくは暴力団又は暴力団

員と密接な関係を有する場合 

 ⑷ 売買を目的として所有している対象建物等に対し、止水板設置工事等を

行う場合 

⑸ その他管理者が不適当と認めた場合 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象事業の実施に要する経費のうち、止水板の購入費及び設置工事費と

する。 

（補助金額等） 
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第６条 補助金額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（１，０００円 

 未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、予算の範囲内におい 

て管理者が定める。ただし、上限額は、第４条第１項に掲げる者については

４０万円、同条第２項に掲げる者については２０万円とする。 

２ 補助金の交付は、同一建物につき１回限りとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」とい

う。）は、補助対象事業に着手する前に、古賀市止水板設置補助金交付申請

書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、管理者に申請しなければな

らない。 

⑴ 対象建物等の位置図（付近見取図） 

⑵ 止水板を設置しようとする場所の写真 

⑶ 止水板購入見積書及び止水板設置工事見積書 

⑷ 対象建物等の登記事項証明書等、対象建物等の所有者又は使用者である 

ことが確認できる書類 

⑸ 滞納がない証明書（申請者について発行されない場合を除く。） 

⑹ 内水氾濫により被害を受けた対象建物等の所有者又は使用者にあって

は、罹災証明書又は被災証明書の写し 

⑺ その他管理者が必要と認める書類 

２ 申請者が対象建物等の使用者であるときは、当該建物に係る土地及び建物

の所有者の承諾書（様式第２号）を提出しなければならない。 

（交付決定） 

第８条 管理者は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書

類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正で

あるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。 



２ 管理者は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係

る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。 

 （交付条件） 

第９条 管理者は、補助金の交付を決定する場合において、必要があるとき

は、必要な条件を付するものとする。 

 （決定通知） 

第１０条 管理者は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容

及びこれに付した条件を古賀市止水板設置補助金交付決定通知書（様式第３

号）又は古賀市止水板設置補助金不交付決定通知書（様式第４号）により、

当該申請者に通知するものとする。 

（申請内容の変更） 

第１１条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

補助事業の内容に変更又は中止が生じたときは、速やかに古賀市止水板設置

補助事業変更申請書（様式第５号）に管理者が認める書類を添えて管理者に

申請しなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、変

更の承認の可否を決定し、その結果を古賀市止水板設置補助金交付変更決定

通知書（様式第６号）又は古賀市止水板設置補助金不交付変更決定通知書

（様式第７号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から３０日

以内に、古賀市止水板設置補助金実績報告書（様式第８号。以下「実績報告

書」という。）に次に掲げる書類を添付して、管理者に報告しなければなら

ない。 

⑴ 止水板購入又は止水板設置工事を証する領収書の写し 



⑵ 止水板の設置に係る工事着工前、工事中及び工事完了後の写真 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類 

（補助金の額の確定等） 

第１３条 管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る

書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業

の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであ

るかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市止水板設置補

助金確定通知書（様式第９号）により当該補助事業者に通知するものとす

る。 

（請求等） 

第１４条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受け

ようとするときは、補助金の交付申請をした年度内に古賀市止水板設置補助

金交付請求書（様式第１０号）により管理者に請求しなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付

するものとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１５条 管理者は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、補助金の交付決定を取り消すことができる。 

⑴ 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたと

き。 

⑵ 正当な理由なく、補助対象事業の実施を著しく遅延し、完了の見込みが 

ないと認められるとき。 

⑶ この要綱の規定に違反したとき。 



２ 管理者は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、古賀

市止水板設置補助金交付決定取消通知書（様式第１１号）により、当該補助

事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１６条 管理者は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合

において、既に補助金を交付しているときは、当該補助事業者に対し期限を

定めて書面により、当該補助金の返還を命じるものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、管理

者が指定する期限内に、当該補助金を管理者に返還しなければならない。 

（維持管理等） 

第１７条 補助事業者は、止水板が所定の性能を保持するよう維持管理に努め

なければならない。 

２ 補助事業者は、止水板を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

４０年大蔵省令第１５号）で定める耐用年数に相当する期間を経過するま

で、管理者の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

３ 前項に規定する期間経過後、譲渡する場合にあっては、止水板は、止水板

の設置等を行った対象建物等又は当該対象建物等の敷地に附属するものと

し、止水板単体を第三者に譲渡することはできないものとする。 

（協力の依頼） 

第１８条 管理者は、補助事業者に対し、必要に応じて止水板の使用状況に関

する情報の提供その他の協力を依頼することができる。 

（補則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年１月５日から施行する。 

（効力） 

２ この告示は、令和１３年３月３１日限り、その効力を失う。なお、終期到

来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに

判断するものとする。 

３ この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項 

に規定する日後も、なおその効力を有する。 
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